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５．２ 観光都市におけるブランド保護・強化施策の全容  
5.2-1 観光都市における「冠」ブランドの種類と一覧  
 先述したように，冠ブランドの獲得は，観光振興を目指す上では重要であり，その獲得

に向けた働きかけは，行政も積極的である．また，事例調査から，観光都市側としての誇

りの涵養や，資源の認知に繋がっていることもわかった．事例調査において把握できた「冠」

ブランドと国内の指定・登録場所の一覧を以下に列記する． 
① 世界遺産登録          （表‒5.2） 
② ラムサール条約登録       （表‒5.5） 
③ 国立公園・国定公園指定     （表‒5.6） 
④ 文化財登録（天然記念物，史跡，名勝等：表‒5.7，5.8，5.9，5.10，5.11） 
⑤ 名数選選出           （表‒5.12） 
この他，事例数や一般的な認知度は低いものの，世界ジオパークネットワーク，森林生態

系保護地域指定，(原生)自然環境保全地域指定，都道府県立自然公園指定，地域遺産登録
（例：北海道遺産），都道府県や市区町村単位での文化財登録や名数選，記録（例：湖の透

明度世界一：注目ブランドとして捉えることもできる．）など，多様な「冠」と選定主体が

存在する． 
 

  
   写真－5.1 冠ブランドを活用した広告       写真－5.2 冠ブランドを活用したホームページ 

※出典：白骨温泉公式 HP：http://www.shirahone.org/ 
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表－5.2：日本の世界遺産  

 
 

表－5.3：日本の世界遺産暫定リスト 
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表－5.4：日本の世界遺産登録運動 
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 世界遺産条約は 1972 年の第 17 回ユネスコ総会で採択され，従来別々に捉えられてきた
自然と文化を，同一の条件で保護することを目的とした国際条約である．この条約に基づ

き，作成された世界遺産リストに登録されたものが世界遺産となる．日本の世界遺産は現

在 14 件（自然遺産 3 件，文化遺産 11 件）である．1993 年から登録が始まり，直近では
2007年に石見銀山が世界遺産登録を果たしている．また，2008年には平泉の文化遺産が日
本政府の推薦を得て，ユネスコの世界遺産委員会の審査を受けたが，ユネスコが世界遺産

への登録を抑制気味であることもあり，日本政府が推薦する遺産の中では，初めて落選し

た． 
 世界遺産に登録されるためには，日本国内の暫定リストに登録される必要がある．暫定

リストとは，5年から 10年以内に推薦しようとしている遺産のリストで，2010年 12月末
日の段階では 14 件（表－5.3：自然遺産 1 件，文化遺産 13 件）が記載されている．暫定リ
ストへの記載は，その国の法律による保護が重要な条件となっている．日本では，自然遺

産の場合は国立公園や各都道府県の自然環境保全地区に含まれていること，文化遺産であ

れば，国宝を含む重要文化財，重要文化的景観，伝統的建造物群保存地区などに指定され

ていることが基準となるⅴ-1． 
 表－5.4 に示したように，日本全国に世界遺産化に向けた運動・構想が存在している．そ

の目的は遺産の保護だけではなく，遺産の活用による観光振興や地域の活性化を念頭に置

いている例も多い．最近では，地域資源の世界遺産への登録を目的とした市民団体も多い．

運動のレベルは様々で，暫定リスト入りに向けた「世界遺産暫定一覧表追加記載提案書」

を文化庁や環境省・林野庁に提出したもの（表－5.4 の赤丸）もあれば，地域内での活動に

留まり，運動が休止中のものもある． 

                                                   
 ⅴ-1 参考：日本の世界遺産 HP：http://www.geocities.jp/ussa_land/heritage/，2011年 1月 4日 
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表－5.5：ラムサール条約登録湿地一覧ⅴ-2 

 

 
 環境省 HPによれば，ラムサール条約とは，1971年にイランのラムサールで開催された
「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において採択された「特に水鳥の生息地として

国際的に重要な湿地に関する条約」を指し，湿地の環境保全を目的とする国際条約である．

日本は 1980年に締約した．保護の対象となる湿地は，人工のものを含む湿原，湖沼，河川，
干潟，地下水系・カルスト，藻場，マングローブ林，サンゴ礁など多岐に渡り，日本では

2010年 12月末日時点で表－5.5 に示した 37ヶ所が登録されている．世界遺産と同様に，日
本国内での法律（自然公園法，鳥獣保護法等）により保護されていることが条件の１つと

なっている．ラムサール登録湿地にするための運動も各地（三番瀬，渡良瀬遊水池等）で

展開されており，その目的は地域の活性化であることが多く，環境省も“ラムサール・ブ

ランドによる国内外からの注目”を登録のメリットとして挙げている． 
 
 

                                                   
 ⅴ-2 以下，ラムサール条約登録湿地，国立公園，国定公園に関するリスト及び施策の説明は，環境省 HP： 
    http://www.env.go.jp/，2011年 1月 5日を参考にした． 
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表－5.6：国立公園及び国定公園一覧 
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 自然公園法は，優れた自然の風景地を保護するとともに，その利用の増進を図ることに

より，国民の保健，休養及び教化に資するとともに，生物の多様性の確保に寄与すること

を目的とするⅴ-3．自然公園には，国立公園，国定公園，都道府県立自然公園がある．この

うち，国立公園は環境大臣が指定して国が管理し，国定公園は環境大臣が指定して都道府

県が管理する．2010 年の 12 月末日現在，29 ヶ所の国立公園と 56 ヶ所の国定公園が指定
されている． 
 本論文の研究対象のうち，7ヶ所が国立公園もしくは国定公園に指定されている．その中
には，国立公園指定を足がかりに，環境保全及び観光振興に向けた方策を強化してきた場

も見受けられる．その流れを図－5.2 に整理した． 
 

 
図－5.2：国立公園の変容プロセス 

 
 現在，国立公園に指定されているエリアは， 
① 当初から国立公園として指定されたエリア 
② 元々は国定公園に指定されていたが，その後国立公園に昇格したエリア 
③ 元々は国立公園でも国定公園でもなかったが，国立公園の範囲拡張により追加された

エリア 
の３パターンとなる． 
 また，自然公園法では，国立公園内のエリアを行動が厳しく制限・禁止される特別保護

地区，許可申請が求められ，その重要度に応じて第一種から第三種に区分される特別地域，

制限が少なく建築・採取・広告等も届け出で足りる普通地域に区分している． 
 国立公園に指定されているエリアが希少な場であれば，特別保護区指定や特別地域指定

を受けるとともに，天然記念物指定やその特別保護区指定を併せて受けているケースもあ

る．それらは，開発を規制し，景観や生態系の保持を目指す施策といえる．また，時間が

経過すると，国立公園の指定範囲の拡大や，特別保護地区等の拡大をする動きが見られる．

ここで，国立公園の指定範囲の拡大は，周辺のエリアからの要望によることが多く，その

の目的は冠の獲得による観光振興である．一方，特別保護区等の拡大は，環境保全に向け

た動きとして捉えることができるが，そのエリアを核とした世界遺産登録やラムサール条

約登録に向けた動きが生じる．貴重な自然環境の保護の場を有し，国際的にその価値を認

められたエリアは，国立公園内でも“格の高いエリア”となり，別の国立公園として独立

                                                   
 ⅴ-3 自然公園法第一章第一条 
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する． 
 これらの動きは，尾瀬，鳥取砂丘，屋久島の動きを見るとわかりやすい．例えば，屋久

島では 1964年に霧島国立公園に追加編入するかたちで国立公園の冠を得た．その後，原生
自然環境保全地域指定等による環境保全策の強化と区域の拡張が行われた．そして，1993
年に世界自然遺産，2005 年にラムサール条約に登録された．結果，屋久島は多くの冠ブラ
ンドを獲得した．その効果を近隣にも派生させ，観光振興を狙う目的で，口永良部島も霧

島屋久国立公園に編入した．そして，現在，霧島・錦江湾地域と屋久島地域を分割するこ

とが決まっている．国立公園としての独立は，冠の向上という意味で悲願であるというⅴ-4． 
 この例からいえるのは，ブランド化を進める時に，地域は施策範囲の拡大と限定，他の

施策によるブランドの補強と昇格を繰り返していることである．資源的に重要な部分は始

めから指定されている．その後拡大指定される部分の多くは，冠の獲得による観光振興を

目的とする．一方で特別保護地区指定や世界遺産登録など新たな設定・冠の獲得は，その

範囲の中から重要な部分を限定するかたちで指定・登録される．つまり，利用と保全の両

立を目的とする施策の場合，冠獲得による観光振興のための範囲拡大と資源保護に向けた

施策の適用範囲のエリア指定(見かけ上は面積の限定)を繰り返している．世界遺産登録等，
上位施策への移行のためには文化財登録や国立公園となっている必要があることから，国

立公園内の環境保護エリアの指定・拡大は，より地位の高い冠獲得のためのステップと捉

えることもできる．環境保全のための施策でも，最終的には地域ブランドの向上や観光振

興に繋がることがわかる． 

                                                   
 ⅴ-4 ヒアリング（屋久島）より 
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表－5.7：特別天然記念物一覧ⅴ-5 

 

                                                   
 ⅴ-5 以下，特別天然記念物，特別史跡，特別名勝，重要文化的景観，重要伝統的建造物群保存地区に関するリスト 
    及び文化財保護法の説明・体系図は，文化庁 HP：http://www.bunka.go.jp/，2011年 1月 5日を参考にした． 
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表－5.8：特別史跡一覧 
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表－5.9：特別名勝一覧 

 
表－5.10：重要文化的景観一覧 
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表－5.11：重要伝統的建造物群保存地区一覧 
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 文化財保護法は，文化財を保存し，且つ，その活用を図り，もつて国民の文化的向上に

資するとともに，世界文化の進歩に貢献することを目的としている． 
 文化財保護の体系を図－5.3 に示した．文化財とは，有形文化財，無形文化財，民俗文化

財，記念物，文化的景観，伝統的建造物群を指す．このうち，観光都市において面的な指

定がなされるのは，記念物，文化的景観，伝統的建築物群である． 
 記念物は天然記念物，史跡，名勝に分けられる．中でも特に重要なものは特別指定を受

け，現在は特別天然記念物が 75件，特別史跡 61件，特別名勝 36件が指定されている．な
お，特別指定を受けていないものを含めると，904 件の天然記念物，1590 件の史跡，319
件の名勝，が指定されている． 
 2005 年施行の改正文化財保護法では，文化的景観も文化財であると位置づけられ，その
中でも特に重要なものを重要文化的景観と呼び，現在 15件が指定されている． 
 同様に，伝統的建造物群の中でも特に価値が高いものを重要伝統的建造物群と呼び，現

在 87件が指定されている． 
 

 
図－5.3：文化財保護の体系 
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5.2-2 観光都市における冠ブランド施策の年代的変遷 

 観光都市における冠ブランド施策の年代的変遷を明らかにするために，前節で挙げた

各施策の指定・登録件数を年代別に示した（図‒5.4）．なお，このグラフの対象は，観光

都市の面的なブランディングに繋がる施策であることを基準に，世界遺産，ラムサール

条約，国立公園，特別天然記念物，特別史跡，特別名勝，重要伝統的建造物群，重要文

化的景観，名数選への登録・指定を対象とした．国定公園や特別指定を受けていない文

化財は含んでいない． 

 

図－5.4：観光都市におけるブランド保護施策の年代的変遷 

 
 国立公園は，1934 年から指定が開始され，1970 年代前半までは少数ながら指定を続
けてきた．その後は，ほとんど指定されなくなり，最近では，既存の国立公園からの独

立の動きが見られるのみとなっている．2007年に尾瀬国立公園は日光国立公園からの独
立し，今後屋久島も霧島屋久国立公園からの独立を控えているⅴ-6． 
 文化財登録（天然記念物，史跡，名勝）を受けているもののうち，特別指定が開始さ

れたのは 1952年からであり，このため 1950年代前半に特別天然記念物，特別史跡，特
別名勝の指定が重なっている．それ以降は新規指定数が減少し，数年に一度若干数が指

定されるのみの状況になっている．重要伝統的建造物群保存地区の指定は，1976年から
開始されたが，1970年代前半に指定が集中することなく，むしろ近年になって指定数が
増加する傾向にある．重要文化的景観は 2006 年から指定が開始され，今後の指定を目
指している自治体も多い． 
 ラムサール条約登録湿地は，日本は 1980 年に締約し，それ以降，登録対象の拡大や
日本における定着などから 2000年代後半に登録数が急増している． 
 世界遺産への登録数は，他の施策に比べ，相対的な数は少ないが，1993年に白神山地，

                                                   
 ⅴ-6 ヒアリング（屋久島）より 
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姫路城，屋久島の 3 件が登録されて以降，各年代で登録が続いてきた．しかしながら，
ユネスコが新規の登録件数を抑制する傾向にあり，また平泉の落選もあったことから，

今後は不透明な状況にある． 
 名数選は，国の施策でないものも多いが，1927年に選定された日本百景等を例外とし
て，そのほとんどが 1980年代後半以降に制定・選定されたものであることがわかる． 
 全体として，日本国内において希少性の高いものは 1960年代前半までに，評価され，
保護施策の対象となっている．近年に指定されるものは街並みや景観保護，あるいは国

際的な保護に値するもの，資源価値の再認識・有効利用を誘導する名数選が大勢を占め

る．また，1960年代から 1970年代前半の間は，こうした指定がほとんどされていない．
そこから，指定の種類や対象を少しずつ変化させながら，指定・登録の数を増やし，2005
年以降は大きく数を伸ばしている．これは， 
① 指定・登録の持つ観光振興効果・ブランド効果が見直され，指定を目指す動きが 
  生まれたこと 
② 自治体やその他の機関もその効果に注目し，指定・選定を行う企画・パッケージ   
  を意図的に増やしたこと 
③ 国際的な保全対象となるためには，国内の法律による保護を受けていることが条

件になっていること 
などが考えられる． 
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5.2-3 ブランド保護施策の現状と問題点  
 個別の事例における環境保全策については，ケーススタディで述べた．ここでは，全

国で実施される施策の現状と問題点について述べる． 
 全体として，資源の保護あるいはブランド向上を狙い，複数の冠を獲得した場合，同

一資源に対する適用施策が多重化し，それは管理体制の多重化を意味する．環境省，文

化庁，林野庁，地方自治体等複数の主体が管理するようになることは，制度的に厳重な

管理が進む．しかし，環境施策の適用により，地域内外で資源としての認知が進む一方，

その管理は市民の手から離れていく．これは，資源に対する柔軟な対応ができなくなる

ことを意味し，場合によっては，鳥取砂丘の草原化のような問題も生じる． 
 
（１）世界遺産登録の現状と問題点 
 世界遺産に登録された場合，オーバーユースやそこから派生した渋滞問題，し尿問題，

ゴミ問題が生じる他，規制強化を嫌う住民の反対運動も発生している．登録へのハード

ルも高く，平泉の落選などの例もある。国内の暫定リスト記載の段階で、問題ありとさ

れる事例も多い． 
 
（２）自然公園法の現状と問題点 
 自然保護法は，保護と併せて利用も前提としており，結果的に観光利用に偏重して，

オーバーユースに陥ることもある．自然公園法の中でも，国定公園の場合は，知事の認

可のある開発や工事中のものなど，保護対策の例外となるものが多く，開発が優先され

る傾向がある．国立公園の場合でも，エリアによっては車道整備も可能で，元々の所有

者の建築物までは規制できない．規模や景観の基準を満たせば，用途に関係なく環境大

臣の認可がおりる．例えば，鳥取砂丘では，国立公園の指定後に，砂丘とは直接の関係

はないレクリエーション施設，鳥取砂丘こどもの国がオープンしている．石川は『日本

の自然保護』において， 
 
    国立公園には、阿寒、大雪山、中部山岳などの原始的な自然の風景地の保 
   護を重点としたものと、日光、富士箱根伊豆、瀬戸内海、雲仙天草などのよ 
   うに既存の観光都市も取り込んだもの、と二つのタイプに分けられる。 
    戦後、観光レクリエーションの推進と観光産業の発展を助ける目的もあり、 
   地域の要望によって国立公園の新規指定、拡張が積極的に進められた。要望 
   の強かった地域のうち、既存の国立公園に隣接または近接するものは、その 
   公園に編入された。その区域は、景勝地、観光都市、都市近郊の野外レクリエ 
   ーション地域など様々だった。地理的に近いといくだけで、自然環境のうえ 
   でも社会条件からも異質なものが多く、結果的に国立公園の性格をあいまい 
   なものとしてしまった。ⅴ-7 

 
と指摘している． 
 また，加藤は『日本の国立公園』の中で，知床国立公園の例を挙げた上で， 

                                                   
 ⅴ-7 石川徹也，『日本の自然保護 尾瀬から白保、そして 21世紀へ』，平凡社，2001，p196より引用． 
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    公園全体の管理を司る環境庁は、自然を可能な限り維持しようとする。林 
   野庁は森林施業が仕事であり、木を伐ろうとする。そこで両者（知床国立公 
   園指定当時は厚生省）の間で一九五九年（昭和三四年）までにあった覚書や 
   取り決めを整理統合した地種区分というものができた。 
   （中略） 
    国立公園の中の国有林の取り決めについて見てみると、地種区分における 
   伐採基準の要点は次のようになっている。 
   １ 特別保護地区••••••••禁伐。 
   ２ 第一種特別地域••••••原則として禁伐。例外として、蓄積率一〇パーセ 
               ントまで択伐可。 
   ３ 第二種特別地域••••••原則として択伐率三〇パーセントまで可。ただし、 
               風致の維持に支障のない場合、皆伐も可。 
   ４ 第三種特別地域••••••制限なしに皆伐可（民有林など国の機関以外は環 
               境庁長官または知事の認可が必要。林野庁など国 
               の機関は協議が必要）。 
   ５ 普通地域••••••制限なし（届け出の必要なし）。 
    もちろん、林野庁が伐採をおこないたい旨を国立公園においては環境庁長 
   官に、国定公園においては知事に協議書を提出することにはなっている。と 
   ころが、実際は、ほとんど協議はされないままに、環境庁は許可をせざるを 
   えないのが実態なのである。 
   （中略） 
    知床のこの禁伐地区の多くが、ササ原やハイマツ帯など木のほとんど生え 
   ていない地域なのだ。禁伐といっても、事実上伐る木はない。それは、他の 
   国立公園についてもほぼ同じことがいえる。 
    そして、当然、知床の伐採地および予定地は第二種と第三種特別地域な 
   のである。つまり、金になる巨木が生える原生林は、すべて第二種と第三 
   種に区分されているのである。 
    この取り決めが厳しく存在しているからこそ、環境庁は手も足も出ない。ⅴ-8 

  （原文ママ） 
  
この他にも，例えば鳥取砂丘（浜坂砂丘）では国立公園の特別保護地区であるがゆえに，

制度上，除草が難しくなっており，景観悪化を招いている．これは，全国・全資源を一

律の法律(自然公園法)で管理することで生じる問題である．ヒアリングにおいても，自
然公園法の画一性は，国立公園の持つ資源の多様さに合致していないとする意見が，環

境保全と観光振興それぞれの立場から聴かれた． 
 

（３）自然環境保全法の現状と問題点 
 林野庁の自然環境保全法は観光利用を前提したものではない．このため指定によって

                                                   
ⅴ-8 加藤則芳，『日本の国立公園』，平凡社，2000，pp.58‒60より引用． 
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観光振興やオーバーユースに繋がることは少ない．しかし，自治体から見た指定のメリ

ットも少なく，自然公園法（国立公園）とは反対に，積極的に指定を目指す自治体は少

ない．また，林野庁は財政的な課題を持っており，国有林の売却や賃貸，それに伴うリ

ゾート開発（ヒューマン・グリーン・プラン）や林道開発がなされてきた過去もある． 
 
（４）文化財保護法の問題点 
 文化財保護法も自然公園法と同様に保護と同時に利用を前提としている．このため，

指定によりオーバーユースに繋がる可能性がある．自然公園法との相違点としては，文

化的な資源も保護の対象にしている点にある．例えば重要伝統的建造物群保存地区は，

指定されたことにより， 
 ① 歴史・文化的意味の形骸化（空き家の増加等） 
 ② 自動車交通問題 
 ③ ごみや騒音等の観光マナー問題 
といった問題が生じる．指定により建築物と景観は保護され，また冠を得たことで観光

客の目的地として選択されやすくなる．しかし，観光客が増加することで，その用途は

変化し，土産物屋が増え，本来の宿場町としての機能を失いつつある場所も多い． 
 

   

 写真－5.3 重要伝統的建造物群保存地区（妻籠宿）    写真－5.4 保存地区内の土産屋  
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5.2-3-補論：構造改革特別区域・特例措置の現状と問題点  
 最近では，構造改革特別区域など各地域の特性に応じた規制やその緩和が可能となる

制度も整いつつある．例えば，屋久島では実質的に入場料となっている協力金や募金を

統合し，入島税として入島時にまとめて徴収する方が良いという議論が起こった．これ

により，観光客には割安感を与え，入場料ではなく環境保全に向けた協力金であること

の再認識にも繋がるとされていた．しかし，入島税を導入した場合，観光客以外からも

徴収する必要があり，屋久島住民の負担が増加することになる．屋久島での協力金・募

金は，観光客が増加することにより生じる問題への対策費として活用されており，一般

島民からは徴収していない．こうした背景から，入島税の導入は困難とされた．現在，

その対応策として特区制度の適用が発案され，観光客向けの入島税導入に向けて調整が

続いている． 
 ただし特区制度についても，地域の姿勢次第で，観光振興に偏る可能性もある，例え

ば，芦ノ湖，河口湖，山中湖，西湖では，外来生物法により輸入，飼養，運搬，移殖が

禁止されたブラックバス（オオクチバスおよびコクチバス）の放流が特例措置として認

められている．河口湖は，学校外学修 体験活動教育特区に指定され，釣りと環境保全を
学ぶ場として指定されている．背景には，バス釣りブームがあり，バス釣りのメッカと

して知られる湖の経済的損失に配慮する形で，特例措置が設けられた．結果，現在でも

バスの放流は続いているが， 
① 外来種問題 
 ：ブラックバスの放流が続く一方，2010年に西湖でクニマスが発見されるなど保護 
  すべき生物への配慮が必要． 
② ワーム（現在は使用禁止）や釣り糸の散乱 
  ：湖への残留蓄積や，食用魚類の腹部堆積に伴い人体に環境ホルモンが流入する懸 
      念． 
③ 富士山の世界文化遺産登録への反対運動 
  ：世界遺産の中核地域は文化財保護法の適用を受けている必要がある．世界文化遺   
   産登録に富士五湖を含める場合（山梨県や文化庁が主張）は，バス釣りやその他 
   の経済活動への規制強化が懸念されており，住民側が世界遺産登録に反発してい 
   る．  
など，観光振興を優先することにより生じる環境問題，別の観光振興・環境保全施策と

の相性の問題等，政策的な課題が残っている． 

    
       写真－5.5 河口湖畔         写真－5.6 ブラックバスフィッシングの看板 
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５．３ 小結 
 観光都市において実施される環境施策を表‒5.13 に示した．観光都市における環境保

全活動は，①環境保全効果だけを持つもの，②観光振興効果を併せ持つもの，③地域や

資源のブランディング効果を併せ持つものに分類できる．このうち，国または世界的な

環境施策の指定・認定は，資源の価値の裏付けを得ることに等しく，これにより，環境

施策が資源と観光都市の価値向上の目的に活用され，観光客を呼び込むための手段とな

っている． 
表－5.13：観光都市における環境保全施策一覧（概略版）  

 
 
 現在，こうした保護施策の観光振興・ブランディング効果が再発見され，乱立してい

る状況にある．冠ブランドは年代によって種類を変化させつつも，現在は乱立傾向にあ

り，その背景には，指定や登録を行うパッケージを，ブランド向上効果に着目した行政

が意図的に増設していることや，上位ブランド（国際的な環境施策）への認定のために

国の保護施策が条件となっていることも一因と考えられる． 
 冠ブランドとなる施策は，1934年の国立公園指定を皮切りに，その性質は国による希
少な自然・歴史資源の保護から，国際的な価値の共有と保護対象の拡張（生活文化景観）

を経て少しずつ変化してきた．また，オーバーユース等保護施策自体の問題，保護施策

の重複適用による問題もあり，法律的な保護が厳重になるほど資源や地域に合った保全

は難しくなる． 
 先述してきたように，資源の保全を考える時，これまでは自然公園法や文化財保護法

の対象とすることで保護を進めてきた．そこには冠としての効果もあることから，自治

体は積極的に資源を保護の対象にした．しかしながら，ここにきて，全国一律の法律で

様々な特色を持った資源を保護することの難しさが露呈している．保護の対象となるこ

とで，施策で指定されたエリアは保護されるが、その周囲は法律上問題なければ開発が 
進む．土産物屋も増える．周囲との接続を断たれ，観光客ばかり増えれば，当然指定エ

リアは影響を受ける．存在する意味も，そのエリア独自のものから観光へと変化してい
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く．すなわち，現行の施策による保護は，形の保護であって，意味の保護ではない．そ

れどころか，これまでは指定対象となることで意味の破壊を招いてきた．観光都市が本

来の意味を失うことで，観光都市としての質の低下を生じる可能性がある． 
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